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八
雲
町
総
合
計
画
と
は
・
・
・
？

基
本
理
念

第
２
期
八
雲
町
総
合
計
画
の
基
本
理
念
は
、
八
雲
町
民
憲
章
と
す
る
。

八
雲
町
の
将
来
像

八
雲
町
は
太
平
洋
と
日
本
海
、
２
つ
の
海
を
も
つ
自
然
豊
か
な
町
と
し
て
、
歴
史
を

紡
ぎ
な
が
ら
、
将
来
に
向
け
て
農
業
・
漁
業
の
さ
ら
な
る
“発
”展
と
新
幹
線
開
通
を

契
機
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
導
入
に
よ
る
自
然
と
の
調
和
を
生
み
出
し
、
八
雲

町
の
魅
力
を
積
極
的
に
町
内
外
へ
“発
”信
す
る
こ
と
で
、
産
業
・
経
済
・
ひ
と
が
活

“発
”で
笑
顔
あ
ふ
れ
る
町
に
な
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
自
然
と
人
と
の

多
様
な
つ
な
が
り
を
未
来
へ
つ
な
げ
る
と
い
う
想
い
を
込
め
、
こ
れ
を
1
0
年
後
の
目
指

す
べ
き
将
来
像
と
す
る
。

第
２
期
八
雲
町
総
合
計
画
の
概
略

道
南
北
部
中
心
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

総
合
病
院
の
機
能
の
維
持
や
北
海
道
新
幹
線
を
中
心
と
し
た

広
域
的
な
交
通
体
系
や
周
辺
整
備
等
に
よ
り
、
道
南
北
部
自

治
体
の
中
心
と
し
て
の
機
能
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。

戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

八
雲
町
民
憲
章

１
自
然
を
愛
し
美
し
い
町
を
つ
く
ろ
う

２
助
け
合
う
た
あ
た
た
か
い
町
に
し
よ
う

３
活
気
あ
ふ
れ
る
町
に
し
よ
う

４
つ
ね
に
進
歩
す
る
町
民
に
な
ろ
う

八
雲
発
！
自
然
と
人
を
未
来
へ
つ
な
ぐ

ま
ち
づ
く
り
の
目
標
と
そ
の
取
組
方
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
八
雲
町
の
最
上
位
に
位
置
す
る
計
画
。
長
期
展
望
に
立
っ
た
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
町
民
と
議
会
及
び
行
政
が
一
体
と
な
っ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
指
針
を
示
す
。
第
２
期
の
計
画
期
間
は
平
成

3
0
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
1
0
年
間
。

八
雲
町
自
立
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

食
を
支
え
る
第
一
次
産
業
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用

し
た
産
業
の
振
興
を
図
り
、
地
域
の
経
済
活
性
化
に
よ
り
、

行
財
政
運
営
に
お
け
る
自
立
実
現
を
目
指
す
。

資
料
１
－
１
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基
本
目
標
１

八
雲
の
自
然
と
調
和
す
る
安
心
・
安
全
な
都
市
基
盤
整
備

基
本
目
標
２

八
雲
の
豊
か
な
資
源
を
活
用
し
た
産
業
振
興

基
本
目
標
３

誰
も
が
い
き
い
き
暮
ら
せ
る
健
康
・
医
療
・
福
祉
の
推
進

基
本
目
標
４

ふ
る
さ
と
を
築
く
教
育
の
充
実
と
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

基
本
目
標
５

八
雲
の
自
立
を
実
現
す
る
協
働
と
行
財
政
運
営

北
海
道
新
幹
線
新
八
雲

(仮
称

)駅
の
開
業
を
控
え
、
広
域
交
通
網
の
一
端
を
担
う
道
南
北
部
中
心
の
町
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
道
路
網
・
交
通
体
系
、
上
下
水
道
な
ど
の
生
活
を
支
え
る
都
市
基
盤
の
整
備
を
進
め
る
。
ま
た
、

人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
時
代
に
向
け
た
生
活
利
便
性
の
維
持
・
向
上
や
行
政
コ
ス
ト
の
削
減
な
ど
を
目
指

し
た
、
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
・
プ
ラ
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
に
よ
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
。

•
土
地
利
用
の
推
進

•
市
街
地
及
び
集
落
の
環
境
整
備

•
道
路
網
の
整
備

•
上
・
下
水
道
の
整
備

•
緑
化
・
環
境
美
化
の
推
進

•
消
防
・
救
急
体
制
の
充
実

•
農
林
業
の
振
興

•
商
工
業
の
振
興

•
雇
用
の
創
出
と
雇
用
環
境
の
向
上

•
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
た
産
業
の
振
興

•
健
康
づ
く
り
の
促
進

•
地
域
福
祉
の
促
進

•
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
強
化

•
障
が
い
者
福
祉
の
推
進

•
学
校
教
育
の
充
実

•
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

•
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
交
流
の
促
進

•
住
民
参
画
の
推
進

•
行
財
政
の
強
化

•
自
然
環
境
の
保
全

•
交
通
体
系
の
整
備

•
ご
み
処
理
等
の
環
境
整
備

•
防
犯
・
交
通
安
全
の
推
進

•
防
災
体
制
の
強
化

•
水
産
業
の
振
興

•
観
光
の
振
興

•
医
療
体
制
の
充
実

•
高
齢
者
福
祉
の
推
進

•
生
涯
学
習
の
推
進

•
文
化
財
の
保
存
・
活
用

•
情
報
・
広
報
体
制
の
充
実

•
広
域
行
政
の
推
進

町
の
基
幹
産
業
で
あ
り
、
八
雲
の
最
大
の
魅
力
の
１
つ
で
あ
る
“食
”を
支
え
る
第
一
次
産
業
や
、
現
在
、
町
が

進
め
て
い
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
た
産
業
の
振
興
を
、
今
後
さ
ら
に
推
進
し
て
い
く
。
ま
た
、
こ
う
し
た

産
業
の
基
盤
と
な
る
豊
か
な
地
域
の
資
源
を
、
商
工
業
や
観
光
業
に
も
活
用
し
な
が
ら
、
地
域
経
済
の
活
性

化
や
雇
用
の
創
出
に
繋
げ
て
い
く
。

町
内
に
複
数
の
病
院
を
有
す
る
八
雲
町
に
お
い
て
は
、
広
域
的
に
も
医
療
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
病
院
の
機
能
強
化
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
、
子
育
て
世
帯
等
に

対
す
る
公
的
な
支
援
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
支
え
合
い
の
強
化
に
向
け
て
、
自
助
・
共
助
・
公

助
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
踏
ま
え
た
、
様
々
な
課
題
解
決
の
取
り
組
み
を
進
め
る
。

次
代
の
八
雲
町
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
質
を
伸
ば
し
な
が
ら
健
や
か
に
成
長
し
、
様
々
な
世
界

で
夢
を
持
っ
て
活
躍
す
る
力
を
養
う
と
と
も
に
、
八
雲
町
を
ふ
る
さ
と
と
し
て
大
切
に
想
う
気
持
ち
を
持
ち
続
け
ら
れ

る
よ
う
な
学
校
教
育
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
町
民
が
生
涯
に
渡
っ
て
豊
か
な
暮
ら
し
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
、
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
や
、
歴
史
を
伝
え
る
文
化
財
の
保
存
と
そ
の
活
用
に
取
り
組
む
。

自
治
基
本
条
例
に
基
づ
く
協
働
の
あ
り
方
を
は
じ
め
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
多
様
な
情
報
発
信
・
共
有
を
積
極

的
に
行
う
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手
と
な
る
地
域
の
人
材
の
育
成
に
努
め
る
。
ま
た
、
行
政
組
織
の
ス
リ
ム

化
や
業
務
の
効
率
化
、
広
域
連
携
に
よ
る
課
題
解
決
も
含
め
た
、
多
様
な
手
段
で
、
適
正
な
行
財
政
運
営
を

目
指
す
。
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 資料３  
事務事業評価に係る町民評価について  

１ 事務事業評価について 
国における行政評価は、「国民に対する行政の説明責任（アカウンタビリティ）の徹底」、「国民

本位の効率的で質の高い行政の実現」、「国民的視点に立った成果重視の行政への転換」の３点を

導入の目的としており、国や多くの自治体においては、住民サービスの向上や事業に係るコスト

の改善を図るためのマネジメントサイクルの一環として導入されています。 
八雲町においても、事務事業の目的や効果、課題意識やコスト意識による事務事業の改善点を

検討することなどにより、職員が町民の視点に立って、より効率的に事務事業を執行していくこ

とを目的として、平成 21 年度から事務事業評価を実施しています。 
また、事務事業評価の実施にあたっては、これまでの評価結果を十分念頭に置き、その結果を

次年度の事務事業の改善に活かすこととし、効率的・効果的な取り組みとなるよう進めていきま

す。   
２ 町民評価について 

事務事業評価は、担当課による１次評価、庁内評価委員会による２次評価、行財政改革懇話会

による外部評価委員会評価を経て、町民評価に付すこととしています。 
令和３年度の町民評価対象事業 10 事業のうち政策推進課が所管する２事業について、八雲町

総合開発会のご意見を伺うものです。  
１次評価 

（担当課）  ２次評価 
(庁内評価委員会)  外部評価委員会評価 

(行財政改革懇話会)  町民評価 
全事業 23 事業 23 事業 10 事業   

３ 評価対象事業 
（１）地域高校就学支援事業・・・・・・政策推進課 企画係 
（２）地域コミュニティ助成事業・・・・政策推進課 協働推進係 
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地域高校就学支援事業について

２ 事業の内容

（１）通学費の助成

• 八雲高校には公共交通機関を使って通学する生徒がいるため、定

期券代金を助成。

• 日本海側からの通学者に対しては自己負担が月10,000円となる

ように助成。

• 八雲町八雲地域、森町、長万部町などからの通学者に対しては、

定期券額の1/2を助成。

１ 事業の背景など

• 人口減少および少子化の進行により八雲高校の生徒数が減少。

• 函館などの私立高校を含め、パイを食い合う状況。

• 八雲高校の生徒数確保を目的として、八雲高等学校教育振興会か

らの要望に応える形で補助事業を平成25年度からスタート。

（２）下宿費等の助成

• 熊石地域および町外からの進学者が対象。

• 食費を除き月50,000円を上限として下宿費を助成。

（３）模擬試験代などの助成

• 模擬試験代として１人につき年間1,500円まで助成。

• 各種検定試験の受検料を半額助成（１級～準２級）。

• 通信教育受講料の1/2を助成。
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○基本情報

○事業費

R1実績 R2実績指標（算式）

下宿費及び通学費助成人数

指標①

58.54%

314人

八雲高校入学者数

20人 67人

(1)目的 (3)内容

64人

H30実績

（考え方）

分母は町内中学校卒業生の数

町内中学校からの八雲高校進学率

利用延人数

1,363 4,883

4,548

3,964

令和4年実績額

6,632

88人

（考え方）
人

人
指標②

区　　　分 単位 令和2年実績額

5,480

利用実人数

令和3年実績額

5,480

平成30年予算額

人

令和元年実績額

％ 57.35%

実
績
事
業
費

国・道費

活動指標
※具体的な活動の

内容

千円

国・道費

地 方 債 千円

そ の 他

地 方 債

単位

平成30年実績額

1,363

8,201

 

(

財
源
内
訳

)

令和 3 月9年 日24

3,964一般財源 千円

そ の 他 千円

千円

千円

その他

4

区　　　分

事　業　費

○条　例

令和２年度事務事業 評価シート

事務事業名

ふるさとを築く教育の充実と文化・スポーツの振興

地域高校就学支援事業

政策推進課

6,632

担当課（部局）作成 企画係

R4実績

594人

75人

係

57.78%

80人

令和4年予算額

八雲高等学校教育振興会へ助成
【通学費】交通費の1/2を助成。ただし、熊石からの通学者には
自己負担額が10,000円/月になるように助成。
【下宿費】下宿費の助成は、食費を除き上限50,000円/月。
【進路指導費】模擬試験受験料は年間1,500円/人、各種検定料と
通信教育利用料は1/2を助成。
【振込手数料】八雲高校教育振興会が保護者の口座へ振り込むた
めの振込手数料を全額助成。

令和2年予算額

その他委　託

令和3年予算額

R3実績

指標①

下宿費用、通学費、模擬試験料等に対し助成を行い八雲高校に通学す
る生徒の保護者の経済的な負担を軽減することで八雲高等学校への入
学者増加を図り、地域の高校の存続を目的とする。

八雲高校へ入学した人数

区分

成果指標
※どれだけの成果

が現れたか

(2)対象

451人

（考え方）

模擬試験及び各種検定受験者数

単位

法　令

学校教育の充実分野

主要施策 実　施
方　法

直　営

4

1

教育支援の充実

八雲高等学校下宿生・通学費・進路指導助
成金交付要綱

八雲高校に通学する生徒の保護者

施
策
の
体
系

一般財源 千円

8,201

章

指標②

（考え方）

令和元年予算額

○指標

計
画
事
業
費

4,548

法　的
根拠等

○

4,883

千円

千円

計画・実績の比較
（増減に係る説明）

【下宿】計画4人⇒実績1
人【通学】計画21人⇒実
績19人【進路指導】計画
410人⇒実績291人

【下宿】計画4人⇒実績1
人【通学】計画88人⇒実
績67人【進路指導】計画
440人⇒実績263人

【下宿】計画2人⇒実績1
人【通学】計画65人⇒実
績63人【進路指導】計画
532人⇒実績314人

 

(

財
源
内
訳

)

事　業　費 千円
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○評価（５段階による判定とその理由　Ａ：高い　Ｂ：やや高い　Ｃ：普通　Ｄ：やや低い　Ｅ：低い）

17～20点：A

13～16点：B

 9～12点：C

  5～8点：D

  1～4点：E

理　　　由

4

合計

4

15

助成金を交付する事業であり、採算性はないため、
民間では実施できない。

少子化の影響で函館市内の私立高校に入りやすく
なっており、相対的に八雲高校への入学率が下がっ
ている。

総合評価（点数評価）

B

担当課評価

説
　
明

八雲高校存続は町にとって重要な課題であるため、他市町や熊石地域からの入学者を
増やすための方策の１つとして今後も継続していく必要がある。B:継続

項　　目

有効性
（期待する効果が得ら

れたか）

効率性

4

3

必要性

妥当性

有効性

八雲高校の存続は町にとって重要な課題であり、コ
ストの部分だけでは判断することができない。

必要性
（町民ニーズ、社会情
勢を踏まえているか）

○課題・今後の方向性

妥当性
（町が関与する必要は

あるか）

B
(4点)

B
(4点)

B
(4点)

・通学費　檜山振興局管内及び熊石地域から通う学生は自己負担額が10,000円/月にな
るよう見直し、熊石八雲間予約バスの運行開始に合わせ、令和３年10月１日から施
行。

効率性
（費用にあった効果が得ら
れているか、コスト削減の

余地はあるか）

C
(3点)

八雲高校存続のため、八雲高校入学者数の確保を図
る本事業は必要性が高いと考える。

判定

・下宿費　1/2助成(上限月2万）アパート・家賃等の経費（水光熱費を含む）下宿・部
屋代等の経費（食費及び水光熱費含む）→下宿料等の実費を助成(上限月5万)に変更。
ただし、水光熱費は含み食費を除いた額とする。

○二次評価（A:拡大、B:継続、C:改善、D：統合、E:縮小、F：休止、G：廃止）

説
　
明

説
　
明

令和2年度
（前年度からの

見直し及び改善）

令和3年度
（前年度からの

見直し及び改善）

令和4年度
（前年度からの

見直し及び改善）

庁内委員会評価

令和元年度
（前年度からの

見直し及び改善）

課題

・進路指導費　通信教育に係る費用（年間上限6,000円/人）を助成の対象とした。
・通学費　町外・熊石からの通学費のうち町外から通学する生徒は６か月定期で最寄駅～八雲駅
の代金から石倉駅～八雲駅の代金を差し引いた額を助成→八高に公共交通で通学する生徒に最寄
駅～八雲駅又は最寄りのバス停～八高の最寄りのバス停までの代金の1/2を助成。

説
　
明

説
　
明

・進路指導　検定受験料助成対象者を１級取得から準２級以上取得に見直した。

平成30年度
（前年度からの

見直し及び改善）

説
　
明

B:継続

今後の方向性

○一次評価（総合評価の結果を参考に評価 A:拡大、B:継続、C:改善、D：統合、E:縮小、F：休止、G：廃止）

担当課評価のとおり

少子化の影響で函館市内の私立高校に入学しやすくなっており、相対的に八雲高校へ
の入学率が下がっていることから、八雲高校自体の魅力向上が課題。

現行の助成事業を継続していく。

説
　
明

説
　
明

○前年度からの見直し及び改善実績

説
　
明
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R4.3.29 総合開発委員会資料 

地域コミュニティ助成事業について 

１．助成開始年度 

   平成 22年 4月から施行した制度。 

 

２．助成の目的 

   町内会等が主体的に行う公共・公益的な活動に対して町が支援することにより、

地域コミュニティ活動の活性化を図り、協働のまちづくりを推進する事を目的とし

ます。 

 

３．助成対象 

  ①八雲町町内会等連絡協議会に加入する町内会等 

  ②熊石町内会連絡協議会に加入する町内会 

  ③住民福祉の向上のため、町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形

成された団体であって、町長が認めたもの。 

 

４．助成の内容 

 ①町内会等活動助成 

  ◎町内会活動を通じ協働の推進を図るため、加入世帯数に応じた助成を行います。 

  ◎加入１世帯に対して 500円を助成します。（地域コミュニティ活動＝町内会活動

の活性化を図ることができれば良いと考えています。） 

 

 ②奨励活動助成 

  ◎公共・公益性が高い下記の活動に対し、１活動当たり 6,000円を助成します。 

  ◎奨励活動（具体の事業） 

ア）交 通 安 全 啓 発 活 動（交通安全運動期間の街頭啓発、登下校指導） 

イ）地 域 環 境 美 化 活 動（花壇の植栽、プランターの設置、地域クリーン作戦） 

ウ）地 域 貢 献 協 力 活 動（公園、墓地及び地域会館等の公共施設の清掃） 

エ）高齢者等世帯支援活動（安心ほっとネット等による高齢者宅世帯訪問） 

オ）防 災 防 犯 活 動（避難訓練等の実施、防犯パトロール、要援護者個別     

支援計画の策定） 
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○基本情報

○事業費

 

(

財
源
内
訳

)

事　業　費 千円

計画・実績の比較
（増減に係る説明）

予算時には、町内会
7,310世帯及び奨励事業
454件に助成を想定した
が、実績が6,752世帯の
加入、370件の奨励事業
となったことによる減

予算時には、町内会
7,225世帯及び奨励事業
454件に助成を想定した
が、実績が6,594世帯の
加入、371件の奨励事業
となったことによる減

予算時には、町内会
7,055世帯及び奨励事業
416件に助成を想定した
が、実績が6,436世帯の
加入、373件の奨励事業
となったことによる減

千円

千円

単位

指標②

（考え方）

令和元年予算額

○指標

計
画
事
業
費

6,377

法　的
根拠等

○

町内会等

施
策
の
体
系

一般財源 千円

6,023

6,355

章 法　令

住民参画の推進分野

主要施策 実　施
方　法

直　営

5

2

協働のまちづくりの推進

指標（算式）

指標①

町内会等が主体的に行う公共・公益的な活動に対して、町が支援する
ことにより、地域コミュニティ活動の活性化を図り、協働のまちづく
りを推進する。

区分

成果指標
※どれだけの成果

が現れたか

(2)対象

（考え方）

八雲町地域コミュニティ助成交付金交付要
綱

令和4年予算額

・町内会等活動助成：町内会等に加入する世帯数に500円を乗じて得た金額を
助成する。
・奨励事業助成：町が推奨する公共・公益性の高い活動を行った場合、その
事業実績により、1活動当たり6,000円を乗じて得た額を助成する。

令和2年予算額

その他委　託

令和3年予算額

協働推進係

R4実績

113

係

109

113

令和２年度事務事業 評価シート

事務事業名

八雲の自立を実現する協働と行財政運営

地域コミュニティ助成事業

政策推進課

5,878

担当課（部局）作成

千円

その他

1

区　　　分

事　業　費

○条　例

5,523一般財源 千円

そ の 他 千円

千円

5,596

令和 3 月9年 日15

令和4年実績額区　　　分 単位 令和2年実績額

6,355

 

(

財
源
内
訳

)

平成30年実績額

5,878

実
績
事
業
費

国・道費

活動指標
※具体的な活動の

内容

千円

国・道費

地 方 債 千円

そ の 他

地 方 債

単位

奨励事業助成申請組織数

令和3年実績額

6,023

平成30年予算額

組織

令和元年実績額

116

（考え方）
組織

指標②

5,456

組織 112

5,596 5,456

3,899

2,478

5,523

126 126

R2実績

活動助成申請組織数

109

(1)目的 (3)内容

126

H30実績

（考え方）

助成対象町内会等数

指標①

R3実績R1実績
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○評価（５段階による判定とその理由　Ａ：高い　Ｂ：やや高い　Ｃ：普通　Ｄ：やや低い　Ｅ：低い）

17～20点：A

13～16点：B

 9～12点：C

  5～8点：D

  1～4点：E

C:改善

今後の方向性

○一次評価（総合評価の結果を参考に評価 A:拡大、B:継続、C:改善、D：統合、E:縮小、F：休止、G：廃止）

事業改善に向けて町連協との協議検討が必要である。

活動内容が恒常的になってきていること、また、奨励事業内容の見直しの必要性があ
る。

奨励事業活動の内容精査を行う。

説
　
明

説
　
明

○前年度からの見直し及び改善実績

説
　
明

庁内委員会評価

令和元年度
（前年度からの

見直し及び改善）

課題

見直し及び改善なし

説
　
明

説
　
明

見直し及び改善なし

平成30年度
（前年度からの

見直し及び改善）

説
　
明

見直し及び改善なし

○二次評価（A:拡大、B:継続、C:改善、D：統合、E:縮小、F：休止、G：廃止）

説
　
明

説
　
明

令和2年度
（前年度からの

見直し及び改善）

令和3年度
（前年度からの

見直し及び改善）

令和4年度
（前年度からの

見直し及び改善）

効率性
（費用にあった効果が得ら
れているか、コスト削減の

余地はあるか）

C
(3点)

町内会等が自主的に取り組む活動により、地域コ
ミュニティの形成・共助が図られることから、活動
に対する町の支援は必要と考える。

判定

必要性
（町民ニーズ、社会情
勢を踏まえているか）

○課題・今後の方向性

妥当性
（町が関与する必要は

あるか）

B
(4点)

A
(5点)

C
(3点)

助成金の交付により、活動時の共済加入促進や奨励
事業の実施が促進されており、一定程度の効果がえ
られている。

必要性

妥当性

有効性

有効性
（期待する効果が得ら

れたか）

効率性

合計

理　　　由

協働のまちづくりを推進する観点からも町が関与し
支援することが妥当である。

町内会活動を通して、地域の課題解決が図られてお
り、共助の体制が整っている。ただ、取り組み内容
が恒常化している。

総合評価（点数評価）

B

担当課評価

説
　
明

町内会等活動を通し、地域コミュニティの活性化が図られている。また、協働のまち
づくり推進の観点からも必要な事業と考える。C:改善

項　　目

4

5

3

3

15
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